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平成 31年 3月 19日

都道府県医師会

労災保険担当理事 殿

日本医師会常任理事

長 島 公 之

労災指定医療機関等への診療費関係の機械処理帳票の配布について

労災診療費関係の機械処理帳票 (以下「帳票」)における新元号姑応の帳票 (以下「新帳票」)

の取扱いについて、厚生労働省労働基準局労災保険業務課長補佐より事務連絡 (添付資料 1)

が発出されておりますのでご連絡いたします。

新帳票への変更につきましては、労災指定医療機関への配布期間及び周知期間を考慮した上

で、平成 31年 12月 までの間は、現行帳票 (以下「旧帳票」)及び新帳票の受付が可能とな

つているところであります (添付資料 2)。

当該事務連絡の内容としましては、都道府県労働局に対して新帳票の使用は、レセプ トコン

ピューターの改修が必要となる労災指定医療機関等を考慮した上で、一律に新帳票を配布する

ことなく、旧帳票の配布や受付も行 うよう再周知の内容になつております。
つきましては貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

[添付資料]

1,労災指定医療機関等への診療費関係の機械処理帳票の配布について

(平 31.3.15 事務連絡 厚生労働省労働基準局労災保険業務課長補佐 (給付担当))
2.診療費関係の機械処理帳票の改正について (通知)

(平 30。 11.14 基保発 1114第 1号 厚生労働省労働基準局労災保険業務課長)












